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経営者保証を不要とする新たな保証制度等のご案内

「経営者保証改革プログラム」に基づき、経営者保証を事業者が選択できる新たな取扱い

を令和6年3月15日に開始します。

なお、経営者保証を徴求しない場合でも代表者の「個人情報の取扱いに関する同意書」は

必要です。

当協会ホームページに要綱や必要な書式の掲載を予定しております。ご不明点などござい

ましたら、お気軽にお問合せください。

令和6年3月15日からの保証申込に関して

「『経営者保証に関するガイドライン』等に係るご説明」の取扱いについて

経営者保証に依存しない融資慣行の確立を促進させるための「経営者保証改革プログラ

ム」が公表され、保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる制度等の取扱いを開始

します。これに合わせ「『経営者保証に関するガイドライン』に係るご説明」の内容が改正

されます。令和6年3月15日以降の当協会受付分から、経営者保証を徴求する保証申込には

「『経営者保証に関するガイドライン』等に係るご説明」を金融機関が申込人に説明したう

えで、法人名・確認日・金融機関確認者・確認チェックを記載し申込書と併せて提出してい

ただきます。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

事業者選択型経営者保証非提供制度（「横断的制度」）
代表者への貸付金その他金銭債権がないこと、申込日直前の決算において債務超過でないこ

と等、一定の要件を満たした場合に保証料を上乗せすることで、事業者が経営者保証を提供し
ないことを選択できる制度です。利用の際は「『事業者選択型経営者保証非提供制度』要件確
認書兼誓約書」を申込書と併せてご提出いただきます。

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度（「国補助制度」）
経営者保証を提供しないことで上乗せされる保証料の一部を、国が補助する保証制度です。

利用の際は「『事業者選択型経営者保証非提供制度』要件確認書兼誓約書」を申込書と併せて
ご提出いただきます。取扱期間は令和9年3月31日協会受付分までです。

プロパー融資借換特別保証制度
申込日直前の決算において債務超過でないこと、ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が15倍以内

等、一定の要件を満たした場合に、経営者保証のない信用保証付き融資で経営者保証のあるプ
ロパー融資の借換を認める保証制度です。保証料の上乗せはありません。利用の際は「財務要
件等確認書」と「借換債務等確認書」を申込書と併せてご提出いただきます。取扱期間は令和
9年3月31日協会受付分までです。
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相談窓口のお知らせ

当協会では、市内中小企業の資金繰り等の経営相談に対応するため、次のとおり相談窓口

を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。

【相談窓口】

・金融機関紹介相談窓口

・新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

・年末・年度末の資金繰りに関する相談窓口（令和6年3月29日まで）

【特別相談窓口】

・経営支援・再生支援特別相談窓口

・東日本大震災に関する特別相談窓口

・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口

・日野自動車サプライチェーン関連中小企業支援対策特別相談窓口

・ＪＦＥスチール株式会社高炉等休止に伴う特別経営相談窓口

・ＡＬＰＳ処理水の処分に伴う経営・輸出等の対策に関する特別相談窓口

・ダイハツ工業サプライチェーン関連中小企業支援対策特別相談窓口

・令和6年能登半島地震に関する特別相談窓口

相談窓口開設時間

平 日
（土日祝日を除く）

午前9時から午後5時15分まで

【連絡先】企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

保証申込手続き電子化のご案内

信用保証申込を電子化する「信用保証協会電子受付システム」を利用することにより、紙

媒体に比べ融資実行までのリードタイムの短縮等が可能となります。

令和6年2月15日から多摩信用金庫で開始しており、今後も順次拡大予定ですので、詳細

や導入の検討につきましてはお気軽にお問合せください。

【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503
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テクニカルショウ・ヨコハマ2024で当協会の経営支援の取
組みについて講演しました
令和6年2月7日に、テクニカルショウ・ヨコハ

マ2024の神奈川中小企業診断士会ブースで経営

ミニセミナーが開催され、当協会が行っている専

門家派遣事業などの経営支援について講演しまし

た。

当日は、中小企業や各支援機関等多くの方にご

参加いただきました。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

残高証明書発行のお願い

当協会と預金取引のある金融機関には年度末の預金残高証明書発行をお願いしております。

今年度も令和6年3月末時点の残高証明書発行にご協力いただきますようお願いします。

なお、依頼文書は3月中旬に発送いたします。

【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503

保証事務説明会を開催しました

当協会では金融機関の皆様に、保証申込に関する手続きや各種保証制度の特長をご案内す

るための「保証事務説明会」を開催しております。

説明会を通じて、担当者同士「顔の見える関係」を築き、保証申込における疑問点等を解

消していただくことで、金融機関の皆様とより一層連携を深め、中小企業者の支援に取り組

みたいと考えております。

【最近の開催実績】

開催方法、開催内容等について柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

12月18日 城南信用金庫 鷺沼支店

1月24日 東日本銀行 川崎支店・加瀬支店
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件等確認書」と「借換債務等確認書」を申込書と併せてご提出いただきます。取扱期間は令和
9年3月31日協会受付分までです。

ＳＤＧｓへの取組み（目標８「働きがいも経済成長も」）

福祉サービスを提供する「社会福祉法人ともかわさき」にご協力いただき、ノベルティ
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このウェットティッシュは、カバー表面の絵柄、当協会名及び「社会福祉法人ともかわさ

き」の文字について、同施設を利用している方にデザインしていただいたものです。

当協会は、これからも様々な取組みを通じて地域に貢献してまいります。

今回デザインしていただいた、村澤武さん、岡部由香
さん（左から）
※写真撮影時のみマスクを外しています。

完成したノベルティグッズ

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

創業セミナーを開催しました

令和6年1月19日に、川崎市内で創業を予

定している方や創業後間もない中小企業者を
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経営者保証を不要とする新たな保証制度等のご案内

「経営者保証改革プログラム」に基づき、経営者保証を事業者が選択できる新たな取扱い

を令和6年3月15日に開始します。

なお、経営者保証を徴求しない場合でも代表者の「個人情報の取扱いに関する同意書」は

必要です。

当協会ホームページに要綱や必要な書式の掲載を予定しております。ご不明点などござい

ましたら、お気軽にお問合せください。

令和6年3月15日からの保証申込に関して

「『経営者保証に関するガイドライン』等に係るご説明」の取扱いについて

経営者保証に依存しない融資慣行の確立を促進させるための「経営者保証改革プログラ

ム」が公表され、保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる制度等の取扱いを開始

します。これに合わせ「『経営者保証に関するガイドライン』に係るご説明」の内容が改正

されます。令和6年3月15日以降の当協会受付分から、経営者保証を徴求する保証申込には

「『経営者保証に関するガイドライン』等に係るご説明」を金融機関が申込人に説明したう

えで、法人名・確認日・金融機関確認者・確認チェックを記載し申込書と併せて提出してい

ただきます。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

事業者選択型経営者保証非提供制度（「横断的制度」）
代表者への貸付金その他金銭債権がないこと、申込日直前の決算において債務超過でないこ

と等、一定の要件を満たした場合に保証料を上乗せすることで、事業者が経営者保証を提供し
ないことを選択できる制度です。利用の際は「『事業者選択型経営者保証非提供制度』要件確
認書兼誓約書」を申込書と併せてご提出いただきます。

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度（「国補助制度」）
経営者保証を提供しないことで上乗せされる保証料の一部を、国が補助する保証制度です。

利用の際は「『事業者選択型経営者保証非提供制度』要件確認書兼誓約書」を申込書と併せて
ご提出いただきます。取扱期間は令和9年3月31日協会受付分までです。

プロパー融資借換特別保証制度
申込日直前の決算において債務超過でないこと、ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が15倍以内

等、一定の要件を満たした場合に、経営者保証のない信用保証付き融資で経営者保証のあるプ
ロパー融資の借換を認める保証制度です。保証料の上乗せはありません。利用の際は「財務要
件等確認書」と「借換債務等確認書」を申込書と併せてご提出いただきます。取扱期間は令和
9年3月31日協会受付分までです。
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暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
川崎市信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切

の関係を遮断します
※反社会的勢力とは
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

※本所駐車場について
当協会本所には駐車場がございません。駐車場を

ご利用の場合は、川崎駅東口広場公共駐車場(アゼリ
ア駐車場)をご利用の上、担当者に駐車券をご提示く
ださい。

事務所のご案内

※無料シャトルバス（AM10：00～）について
乗り場：溝の口駅北口バスターミナル

9番乗り場「KSP行き」
※北支所駐車場について

当協会北支所の駐車場はＫＳＰ地下駐車場をご
利用の上、担当者に駐車券をご提示ください。

『起業家向け無料相談』窓口について

川崎市信用保証協会は、川崎市男女共同参画センターと連携して、川崎市内で創業を希望
する方のご相談に対応するため『起業家向け無料相談』窓口を設置しております。

9 00 17 00
1 45

お問合せ先
企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055
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